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3面シリーズマイナンバー4　4面平成26年度決算が認定されました　5面福生まれプレミアム商品券　追加販売！
6面特定保健指導のお知らせ　7面東京都基準地価格が発表されました　8面ご参加ください！「第34回公民館のつどい」

今号の主な記事

福生市 11 月のイベント

1日㈰ 福生ふれあいフ
ェスティバル

14日㈯ ほっとファミリ
ー体験発表会

15日㈰ 第23回軽スポー
ツ＆とん汁会

21日㈯ シニアウォーキ
ング大会

平成 27 年

11 月 1日
No.938

市の木 ･もくせい まちの写真ニュース
10 月 18日に総合防災訓練が行われま
した！

ふっさ

▼乳幼児総合相談「みんなで子育て～一人で悩まず外
へ一歩踏み出そう～」
　11 月は子育て中の親子を対象に、さまざまな催しが

行われます。申込不要、時間内出入り自由です。

〈育児相談〉
　保健師や栄養士が相談をお受けしま

す。

【日時】11 月 6 日午後 1 時 30 分～ 2

時 30 分

【場所】子ども応援館 1階

【対象】3 か月からの乳幼児

【問合せ】保健センター☎ 552・0061

〈子育てなんでも相談〉
　プチギャラリーの改修工事に伴い、11 月は扶桑会館

で開催します。

　また、午前 11 時から子ども育成課保育係より、保育

園についてのお話もあります。

【日時】11 月 13 日午前 10 時～正午

【場所】扶桑会館

【対象】妊産婦、保護者、児童本人など

【問合せ】子ども家庭支援センター☎ 539・2555

〈助産師と話そう〉
　助産師による無料の相談会です。

　「助産師からのちょこっと話」のテーマは「抱っこ法

（母と子の癒しの技法）」です。

【日時】11 月 27 日午前 10 時～正午

【場所】子ども応援館 1階

【問合せ】森田助産院☎ 551・0323

　

　すべての民生委員は児童委員を兼ね

ており、児童委員は０歳からおおむね

18 歳以下の高校、専門学校を卒業す

るまでの子どもを対象に、子ども家庭

支援センター・児童相談所・学校等と

協力して、いじめや児童虐待、不登校

などの予防や早期発見に取り組んでい

ます。

　児童委員の中で、子どもに関する支

援活動を専門に行っているのが「主任

児童委員」です。

　保育園、幼稚園、学校、保健所、児

童館、学童クラブ、健全育成団体など

と連携をとり、より良い環境づくりの

お手伝いをしています。子育て中の心

配事や悩み事などの相談に応じ、相談

の内容に応じた各機関への連絡や支援

を児童委員とともに行います。

　お住まいの地区の担当児童委員をご

紹介しますので、お気軽にご連絡くだ

さい。秘密は厳守します。

【問合せ】社会福祉課庶務・福祉計画

担当☎ 551・1522

11 月は児童虐待防止推進月間です

～親子のための事業～　お気軽にご利用ください
▼出張児童館
　児童館スタッフが来て、楽しい遊びを紹介します。

【日時】11 月 25 日午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

【場所】子ども応援館 1階

【対象】乳幼児とその保護者

【問合せ】武蔵野台児童館☎ 553・8822、子ども家庭支

援センター☎ 539･2555

▼出前おはなし会　
　絵本・紙芝居の読み聞かせや手遊びなどを行います。

親子のスキンシップや良書と触れ合う良い機会です。

【日時】11 月 26 日午前 11 時～

【場所】子ども応援館１階

【対象】乳幼児～

【出演】ポケット☆ポケット※直接どうぞ

【問合せ】中央図書館☎ 553・3111

▼ご利用ください　乳幼児ショートステイ
　保護者の方が病気、出産、心身のリフレッシュなど

でお子さんを家庭で一時的に養育できないとき、市が

委託する施設で短期間お預かりします。

【対象】市内在住の生後 57 日～小学校就学前の乳幼児

【利用期間】1 回につき原則として 7日以内

【利用料】宿泊保育 (1 日 )4,000 円、日中保育 (11 時間

未満 )3,000 円

【利用施設】社会福祉法人東京恵明学園

【申込み】印鑑をご持参のうえ、子ども応援館１階子ど

も家庭支援センター（☎ 539・2555）、市役所 1 階 8 番

子ども育成課子育て支援係（☎ 551・1737）窓口へお

越しください。

【もしかして　あなたが救う　小さな手】児童虐待の多くは「悪いことをしている」という認識がな
いまま起こっています。確証がなくても、「あれ？」「まさか？」と感じたら相談や通告をしましょう。　

　児童委員・主任児童委員を
　　　　　　　知っていますか？

▼しつけのつもりで虐待になっていませんか？
　しつけとは、子どもに社会性を持たせ、自立さ

せるために行う家庭内での教育のことです。

　大人の都合や期待を押しつけ、体罰や言葉で責

めたてて従わせることは「しつけのつもり」でも、

子どもにとって有害ならば「虐待」になります。

▼地域の支え、見守りを
　子どもは自分で助けを求めることはできません。

また、虐待をしている親も子育ての悩みや周囲か

らの孤立、経済的な問題などで苦しみ、助けを求

められずにいる場合が多く見受けられます。

　虐待を防ぐには、家族、近隣など地域で支え、

見守っていくことが必要です。

▼気付いてください「虐待のサイン」
〈子どもの様子〉不自然な傷や打撲の痕

あと

がある、衣

服や身体がいつも汚れている、表情が乏しく笑顔

が少ない、家に帰りたがらないなど

〈親の様子〉地域の中で孤立している、子どものけ

がや病気を医者に見せようとしない、小さな子ど

もを置いたままでたびたび外出しているなど

▼「虐待かも？」と思ったら、通告する！
　法律では児童虐待を受けたと思われる児童を発

見した場合は通告する義務が規定されています。

それが虐待でなかった場合でも責任は問われず、

連絡者の情報を親などに教えることはありません。

▼子どもに関する相談窓口
〈子ども家庭支援センター〉☎ 539・2555

【場所】福生市北田園 2-5-7（子ども応援館 1階）

【時間】月～土曜日の午前 8時 30 分～午後 5時 15

分

〈東京都立川児童相談所〉☎ 523・1321

【場所】立川市曙町 3-10-19　

【時間】月～金曜日の午前９時～午後５時
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０
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。
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福
生
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も
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秋
に
開
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さ
れ

た
西
多
摩
地
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東
京
都
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大
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立
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け
に
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今
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は
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防
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日
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な
い
で
く
だ
さ

い
。

総合防災訓練にて


